
勤務時間に関する勧告の骨子

○ 勤務時間に関する勧告のポイント

職員の勤務時間を１日７時間45分、１週38時間45分に改定（平成21年４月実施）

・職員の勤務時間は民間と均衡させるべきもの。民間の労働時間は職員の勤務時間より

１日15分程度、１週１時間15分程度短い水準で安定

・勤務時間の短縮に当たっては、これまでの行政サービスを維持し、かつ、行政コスト

増加を招かないことが基本。公務能率の一層の向上に努める必要

・勤務時間の短縮は、仕事と生活の調和にも寄与

（これまでの経緯）

職員の勤務時間は、現在、１日８時間、１週40時間。近年の民間企業の所定労働時間の状況にかんが

み、昨年の勧告時の報告で、本年を目途として勤務時間見直しの勧告を行うこととしたい旨言及。

１ 民間企業の所定労働時間の状況

・ 勤務時間は給与と同様に基本的な勤務条件であり、民間と均衡させることが基本。その際、勤

務時間は業務運営の基礎であり、民間企業の所定労働時間のすう勢を見極めることが必要。

・ 企業規模・事業所規模50人以上の事業所を対象として事務・管理部門の所定労働時間を調査。

・ 本年の調査結果は１日７時間45分、１週38時間49分。平成16年から本年までの調査結果は安定的

に推移しており、その平均は１日７時間44分、１週38時間48分。職員の勤務時間より１日15分程

度、１週１時間15分程度短い水準で定着。

・ 多くの民間企業が、労働時間管理のため、区切りの良い15分刻みで所定労働時間を設定。

２ 行政サービスの維持

・ これまでの行政サービスを維持し、かつ、行政コストの増加を招かないことが基本。

、・ 各府省は、業務の合理化・効率化や勤務体制の見直し等により、現在の予算や定員の範囲内で

業務遂行に影響を与えることなく対応が可能。

・ 職員一人一人が仕事の進め方や働き方を点検するなど、公務能率の一層の向上に努める必要。

３ 仕事と生活の調和

・ 勤務時間の短縮は、家庭生活や地域活動の充実など、広く仕事と生活の調和（ワーク・ライフ

・バランス）に寄与。

４ 勤務時間の改定

・ 職員の勤務時間を１日７時間45分、１週38時間45分に改定することが適当。

・ これに伴い、船員、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び

任期付研究員の勤務時間について所要の措置を講ずる。

・ 平成21年４月１日から実施。


